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一般廃棄物処理事業実態調査の結果（令和５年度）について 

 

環境省では、全国の市町村及び特別地方公共団体(1,741市区町村及び545一部事務組合)に対し「一般

廃棄物処理事業実態調査（令和５年度）」を行った。 

本調査結果は、令和５年度１年間の実績又は、令和５年度末（令和６年３月31日）現在の、ごみ・し

尿の排出処理状況、廃棄物処理事業経費・人員、一般廃棄物処理施設の整備状況等について、取りまと

めたものである。人口については令和５年10月１日現在であるが、一部は令和６年３月31日現在である。 

※：以下の図表等の数値については、四捨五入により合計が一致しない場合がある。 

※：「ごみ総排出量」とは廃棄物処理法第５条の２に基づく「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るための基本的な方針」（以下、基本方針）における「一般廃棄物の排出量」と同様とする。 

ごみ総排出量 ＝ 計画収集量 ＋ 直接搬入量 ＋ 集団回収量 

 ※：本報告書で使用している廃棄物処理施設のデータは、都道府県が設置した施設を含まない値である。 

 

 

Ⅰ ごみ処理 

１．ごみの排出・処理状況 

（１）全国のごみ総排出量 

令和５年度におけるごみ総排出量は3,897万トン（東京ドーム約105杯分 注4））、１人１日当た

りのごみ排出量は851グラムである。なお、１人１日当たりの家庭系ごみ排出量注5）は475グラムで

ある。 

ごみ総排出量は平成26年度以降減少傾向である。令和７年２月の基本方針の変更により令和12

年度に令和４年度比約９％削減を目指す中、令和５年度の総排出量は3,897万トン（3.4％減）で

ある（図－１）。 

注4) ごみの比重を0.3t/m3として算出。（東京ドーム地上部の容積：1,240,000m3） 

注5) 家庭系ごみ排出量 ＝ 生活系ごみ － 集団回収量 － 資源ごみ － 直接搬入ごみのうち資源として利用されるもの 

図－１ ごみ総排出量の推移 
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ごみの排出量を排出形態別でみると、令和５年度において、生活系ごみが2,712万トン、事業系ごみが

1,185万トンであり、生活系ごみが約70％を占める（図－２）。 

 

図－２ 生活系ごみと事業系ごみの排出量の推移 注6） 

 

注6）生活系ごみの数値：家庭のごみ。ただし、推計による場合は、市町村収集と委託業者の収集の合計。 

事業系ごみの数値：事業所のごみ。ただし、推計による場合は、許可業者収集と直接搬入の合計。 

 

（２）ごみ処理の状況 

ごみの総処理量 注7）は3,768万トンであり、そのうち、焼却、破砕・選別等により中間処理された

量（中間処理量）は3,554万トン、再生業者等へ直接搬入された量（直接資源化量）は182万トンで、

この両者でごみの総処理量の99.2％（減量処理率 注8））を占める。 

・中間処理量のうち、中間処理後に再生利用された量（処理後再生利用量）は441万トンで、これ

に直接資源化量と集団回収量を合計した総資源化量は763万トンである。 

・中間処理により減量化された量は2,829万トン、中間処理されずに直接最終処分された量は31

万トンであり、直接埋立率はごみの総処理量の0.8％である（図－３）。 

・令和５年度において、容器包装リサイクル法に基づき市町村等が分別収集した容器包装の再商

品化量（参考：令和４年度実績264万トン 注9））は総資源化量（763万トン）に含まれている。 

・なお、令和５年度において、家電リサイクル法に基づく家電４品目の再商品化等処理量は57万

トン 注10）、このうち再商品化量が50万トン 注10）であり、これを含めると総資源化量は813万ト

ンとなる。 
 

注7) ごみの総処理量＝中間処理量＋直接最終処分量＋直接資源化量であり、「計画処理量」とは、計量誤差等により一致しな

い。 

注8) 減量処理率（％）＝〔（中間処理量）＋（直接資源化量）〕÷（ごみの総処理量）×100  

注9) 出典「令和４年度容器包装リサイクル法に基づく市町村の分別収集等の実績について」 
（環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室） 

注10) 出典「家電リサイクル年次報告書 令和５年度版（第23期）」（一般財団法人家電製品協会） 
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図－３ 全国のごみ処理のフロー 

 

 

中間処理量のうち、直接焼却された量は3,024万トンであり、直接焼却率はごみの総処理量の

80.3％である（図－４）。直接焼却された量については、平成26年度以降概ね減少傾向である。 

 

図－４ ごみの総処理量の推移 
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直接資源化量 処理後再生利用量
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〔　　〕内は、令和４年度の数値を示す。

1 ※数値は、四捨五入してあるため合計値が一致しない場合がある。 単位：万トン
※（　　）内は、ごみ総処理量に占める割合を示す（令和４年度数値についても同様）。
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直接最終処分量と中間処理後に最終処分された量とを合計した最終処分量は316万トン、１人１日

当たりの最終処分量は69グラムである。（図－５） 

図－５ 最終処分量の推移 

 

（３）リサイクルの状況 

市区町村等において分別収集により直接資源化された量及び中間処理後に再生利用された量の合

計は623万トン、住民団体等の集団回収により資源化された量は140万トンである（図－６）。  

 

図－６ 資源化量の品目別内訳 
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 市区町村等による資源化と住民団体等による集団回収とを合わせた総資源化量は763万トン、リサイク

ル率 注11）は19.5％である。総資源化量及びリサイクル率は平成26年度以降微減傾向にあり、リサイクル

率は令和２年度に微増したものの令和３年度以降は再び微減している。（図－７） 

図－７ 総資源化量とリサイクル率 注11）の推移 

 
直接資源化量 ＋ 中間処理後再生利用量 ＋ 集団回収量 

注11) リサイクル率（％）＝                                   × 100 
       ごみの総処理量 ＋ 集団回収量 

 

（参考） 

家電４品目の家電処理量及び家電再商品化量 注10）を考慮した場合のリサイクル率 

直接資源化量＋中間処理後再生利用量＋集団回収量＋家電再商品化量 
リサイクル率（％）＝                                               × 100 

      ごみの総処理量＋集団回収量＋家電処理量 
＝20.5% 

ごみ燃料化をエネルギー回収とし、リサイクルから除いた場合のリサイクル率 

直接資源化量＋中間処理後再生利用量(ごみ燃料化を除く)＋集団回収量＋家電再商品化量 
リサイクル率（％）＝                                           × 100 

         ごみの総処理量＋集団回収量＋家電処理量 
＝19.8% 
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（４）災害廃棄物の状況 

災害廃棄物処理事業国庫補助金の適用を受けて処理を行った災害廃棄物の量は29万トンである

（図－８）。 

 

図－８ 災害廃棄物の内訳 
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２．ごみ焼却施設の整備状況（着工ベース） 

令和５年度末現在のごみ焼却施設数は1,004施設（うち令和５年度中の新設は26施設（建設中含

む））であり、処理能力の合計は174,598トン/日である（表－１）。図－９、１０に施設数及び処

理能力の推移を、図－１１に施設規模別の内訳を示す。 

 

表－１ ごみ焼却施設の種類別施設数・処理能力 

※ （ ）内は令和４年度の数値を示す。 

 

図－９ ごみ焼却施設の種類別施設数の推移 

 

(処理能力：トン／日)

施 設 数 888 (897) 105 (106) 4 (4) 7 (9) 1,004 (1,016)
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 図－１０ ごみ焼却施設の種類別処理能力の推移 
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余熱利用あり

場内温水 場外温水 場内蒸気 場外蒸気 場内発電 場外発電 その他

724 572 190 231 90 410 272 43 280
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発電施設数 411 (404)

総発電能力  (MW) 2,230 (2,208)

発電効率 (平均) （％） 14.16 (14.27)

総発電電力量 (GWh) 10,254 (10,331)

余熱の利用については、全体の72.1％の724施設で実施されており、具体的な利用方法としては、

発電をはじめ、施設内の暖房・給湯での利用や、施設外での利用として温水プール等への温水・熱

供給、地域への熱供給等がある（表－２、図－１２）。 

 

表－２ ごみ焼却施設の余熱利用状況 注12） 

※ （ ）内は令和４年度の数値を示す。 

注12) 重複回答のため施設数の合計と一致しない。 

 

図－１２ ごみ焼却施設の余熱利用の推移 

 

発電設備を有する施設は411施設で全ごみ焼却施設の40.9％を占め、発電能力の合計は2,230MWであ

る（表－３）。また、総発電電力量は10,254GWhであり、約262万世帯分 注13）の年間電力使用量に相

当する。 
 注13) 「令和５年度 家庭部門のCO2排出実態統計調査（速報値）」世帯当たりの年間エネルギー消費量（電気）3,911kWh 

（環境省 地球環境局 総務課 脱炭素社会移行推進室）をもとに算出。 

 

表－３ ごみ焼却施設の発電の状況 

※ （ ）内は令和４年度の数値を示す。 
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また、ごみ焼却施設（発電設備の有無を問わない）の年間処理量と年間総発電電力量から求められる

ごみ処理量当たりの発電電力量は、令和４年度は微減したが、概ね増加傾向にある。（図－１３）。 

図－１３ ごみ処理量当たりの発電電力量 注14） 

 
ごみ焼却施設における年間総発電電力量（kWh） 

注14) ごみ処理量当たりの発電電力量（kWh/  ）＝ 
ごみ焼却施設におけるごみの年間処理量（  ） 

 
発電設備を有する施設のうち、発電効率が10%以上の施設は323施設（令和４年度319施設）であり、

全体の79%（令和４年度79%）を占める。うち、発電効率が20%以上の施設は58施設（令和４年度59施

設）にとどまる（図－１４）。 

図－１４ ごみ焼却施設の発電効率別の施設数 注15） 

 

注15) 発電施設411施設のうち、有効回答があった407施設を対象としている。 
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発電能力が5,000kW未満の施設は268施設であり全体の66%を占める。このうち、2,000kW未満 注16）

という比較的小規模な発電設備を有する施設の数は130施設となっている（図－１５）。 

図－１５ ごみ焼却施設の発電能力別の施設数 注17） 

 

注16) 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン（令和６年12月、資源エネルギー庁）によると、「発電等設備の一設置者当た

りの電力容量が原則として2,000kW未満の発電等設備は一定の技術要件を満たす場合には、高圧配電線と連系することができる。」

とされている。 

注17) 発電施設411施設のうち、有効回答があった409施設を対象としている。 

 

各都道府県におけるごみ焼却施設（発電設備の有無を問わない）の年間処理量と年間総発電電力

量から、ごみ処理量当たりの発電電力量を比較すると、地域でばらつきが大きく、ごみ発電の整備

水準は地域差が著しい（図－１６）。 

図－１６ 都道府県別のごみ処理量当たりの発電電力量 
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３．最終処分場の整備状況 

（１）残余年数と残余容量 

令和５年度末現在、一般廃棄物最終処分場は1,554施設（うち令和５年度中の新設は５施設（建設

中含む））、残余容量95,751千ｍ3であり、昨年度より減少した。 

残余年数 注18）は全国平均で24.8年である。（表－４、図－１７）。 

大都市圏における残余年数の状況については、首都圏 注19）で32.6年（令和４年度30.0年）、近畿

圏 注19）では20.5年（令和４年度19.6年）であった。 
 
注18) 残余年数とは、新規の最終処分場が整備されず、当該年度の最終処分量により埋立が行われた場合に、埋立処分が可能な

期間（年）をいい、以下の式により算出される。 

 
当該年度末の残余容量 

残余年数 ＝ 

                当該年度の最終処分量 ／ 埋立ごみ比重  （埋立ごみ比重は 0.8163とする。） 
 
注19) 首都圏とは、茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県をいう。 

近畿圏とは、三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県をいう。 
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表－４ 一般廃棄物最終処分場の施設数と残余年数の推移 

 

 

 

 

図－１７ 一般廃棄物最終処分場の残余容量と残余年数の推移 
 

 

区分 埋立面積 全体容量 残余容量 残余年数
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最終処分場の整備状況は、各都道府県単位で見ると地域的な偏りが大きい（図－１８、１９）。 

   

図－１８ 一般廃棄物最終処分場を有していない市町村の割合 

 

図－１９ 都道府県別の一人当たりの残余容量 

 

最終処分場を有していない市区町村 注20）：307(全市区町村数1,741の17.6％) 

 

注20) 「最終処分場を有しない市町村」とは、当該市町村として 

最終処分場を有しておらず、民間の最終処分場に埋立を委託し 

ている市町村を言う。 
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計画対象地域の市区町村及び他の市区町村 

・公社等の公共処分場に埋立している場合 
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（２）最終処分を目的とした一般廃棄物の都道府県の区域を越える広域移動の状況 

令和５年度に、都道府県外の施設に最終処分を目的として搬出された一般廃棄物の合計は、24万

トン（最終処分量全体の7.6％）である。 

埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、神奈川県、新潟県及び熊本県の７県で18万トンであり、全体

の75％を占めている（図－２０）。 

関東ブロックで21.1％の廃棄物が、中部ブロックで8.7％の廃棄物が都道府県外に搬出されている。

これらのブロックでは最終処分場の確保が十分できず、一般廃棄物の都道府県外への移動が見られ

る状況である（表－５、図－２１）。 

図－２０ 最終処分を目的とした一般廃棄物の広域移動の状況 

 

 

表－５ 最終処分量の都道府県外への移動状況 
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最終処分目的
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への移動量
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240  (100 .0% )

単位：千トン 

大阪湾広域臨海環境整備センターへ

委託した量は含まない 

(単位：千トン)

最終処分量

① ② ②/①

北海道・東北 646 20 3.1%

関東 757 160 21.1%

中部 397 35 8.7%

近畿 711 6 0.8%

中国 157 4 2.8%

四国 93 3 3.3%

九州・沖縄 393 13 3.3%

合計 3,156 240 7.6%

ブロック名
都道府県外への移動量
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 図－２１ 関東、中部ブロックの広域移動状況 

 

（参考） 

• 最終処分場については、関東、中部ブロックにおいて、ブロック内での十分な処分先の確保

が出来ていないことが明らかになっている。 
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４．ごみ収集手数料の状況 

ごみ収集について、収集区分の一部又は全部を有料化している市区町村は、生活系ごみに関しては

1,741市区町村（令和４年度1,741市区町村）のうち、82.0 %（1,427市区町村）（令和４年度81.8%（1,424

市区町村））、事業系ごみに関しては86.9%（1,513市区町村）（令和４年度86.8%（1,512市区町村））

である（図－２２）。 

粗大ごみを除いた場合、収集区分の一部又は全部を有料化している市区町村は、生活系ごみに関し

ては、67.1%（1,169市区町村）（令和４年度66.7%（1,162市区町村））、事業系ごみに関しては86.6%

（1,507市区町村）（令和４年度86.5%（1,506市区町村））である（図－２３）。 

 

有料

1,427(82.0%)

無料

313(18.0%)

収集無し

1(0.1%)

生活系ごみの

手数料

1,741
市区町村

有料

1,513(86.9%)

無料

36(2.1%)

収集無し

192(11.0%)

事業系ごみの

手数料

1,741
市区町村

図－２２ ごみ収集手数料の有料化の状況 
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<粗大ごみを除く>
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収集無し

192(11.0%)

事業系ごみ

の手数料
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1,741

市区町村

図－２３ ごみ収集手数料の有料化の状況（粗大ごみを除く） 
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Ⅱ し尿処理 

１．水洗化の状況 

総人口12,507万人のうち、水洗化人口 注21）は12,046万人（96.3％）（令和４年度12,073万人（96.1%））

である。うち、浄化槽人口 注22）が2,292万人（18.3％）（令和４年度2,330万人（18.5％））、公共下

水道人口が9,754万人（78.0％）（令和４年度9,744万人（77.6％））となっている。一方、非水洗化

人口は461万人（3.7％）（令和４年度490万人（3.9％））である（図－２４）。 

 

図－２４ し尿処理形態の推移 注23) 

 

  注21) 水洗化人口＝公共下水道人口＋浄化槽人口 

  注22) 浄化槽人口＝単独処理浄化槽人口+合併浄化槽人口（コミュニティ・プラント人口及び集落排水施設等人口を含む。） 

+その他浄化槽人口 

  注23) グラフ中の数値はそれぞれの構成人口（百万人）である。 
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２．くみ取りし尿及び浄化槽汚泥の処理状況 

くみ取りし尿及び浄化槽汚泥の計画処理量は合計で1,922万kℓ（令和４年度1,947万kℓ）であり、そ

れぞれの内訳を図－２５に示す。うち、し尿処理施設又は下水道投入によって処理された量は合計で

1,899万kℓ（98.8％）（令和４年度1,925万kℓ（98.9％））である。 

 図－２５ くみ取りし尿及び浄化槽汚泥の処理内訳 

 

し尿処理施設において処理された後に発生する残渣は69万トンであり、そのうち、し尿処理施設内

又はごみ焼却施設で焼却処分された量は残渣全体の69.8％となる。また、下水道処理が8.9％ある。こ

の他の残渣の一部は、堆肥化等により再資源化されている（図－２６）。 

 図－２６ し尿処理施設の処理工程からの処理残渣の処理内訳 
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Ⅲ 廃棄物処理事業経費の状況 注24） 

市区町村及び一部事務組合が、一般廃棄物の処理に要した経費（ごみ処理事業経費及びし尿処理事

業経費の合計）は、25,189億円（令和４年度23,698億円）である。 

  注24) 国庫補助金交付要綱の適用を受けた災害廃棄物処理に係る経費を除く。 

 

１．ごみ処理事業経費 

ごみ処理事業経費は、22,912億円であり、国民１人当たりに換算すると、18,300円となる（図－２

７）。平成26年度以降は概ね増加傾向である。 

図－２７ ごみ処理事業経費の推移 

図－２８ 処理及び維持管理費の内訳 
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（円

/人
年
）

ご
み
処
理
事
業
経
費
（
億
円
）

ごみ処理事業経費総額 １人当たりごみ処理事業経費

人件費

(一般職)

1,344(7.9%)

人件費

(収集運搬)

1,410(8.3%)

人件費

(中間処理)

436(2.6%)

人件費

(最終処分)

45(0.3%)

処理費

(収集運搬費)

667(3.9%)

処理費

(中間処理費)

2,779(16.3%)

処理費

(最終処分費)

326(1.9%)

車両等購入費

45(0.3%)

委託費

(収集運搬費)

4,337(25.5%)

委託費

(中間処理費)

4,772(28.1%)

委託費

(最終処分費)

536(3.2%)

委託費

(その他)

270(1.6%)
調査研究費

33(0.2%)

単位：億円

処理及び

維持管理費

17,000

(100.0%)
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図－２９ 項目別ごみ処理事業経費の推移 

 

２．し尿処理事業経費 

し尿処理事業経費は、2,278億円であり、し尿処理対象人口（非水洗化人口及び浄化槽人口注25）の

合計）１人当たりに換算すると、8,300円となる（図－３０）。  

図－３０ し尿処理事業経費の推移 

 
注25) 浄化槽人口＝単独処理浄化槽人口+合併浄化槽人口（コミュニティ・プラント人口及び集落排水施設等人口を含む。） 

+その他浄化槽人口 
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Ⅳ ３Ｒ取組上位市町村 

 

表－６ リデュース(１人１日当たりのごみ排出量注26))取組の上位10位市町村 
注27), 注28), 注29)  

 

 

 

表－７ リサイクル(リサイクル率 注30))取組の上位10位市町村 
注27), 注28), 注29) 

1. 鹿児島県 大崎町 1. 鹿児島県 大崎町 1. 神奈川県 鎌倉市 1. 神奈川県 鎌倉市 1. 千葉県 千葉市 1. 千葉県 千葉市

83.0 % 58.5 % 34.6 % 

2. 北海道 豊浦町 2. 徳島県 上勝町 2. 岡山県 倉敷市 2. 東京都 国分寺市 2. 東京都 八王子市 2. 東京都 八王子市

81.5 % 47.3 % 28.0 % 

3. 徳島県 上勝町 3. 鹿児島県 志布志市 3. 東京都 国分寺市 3. 東京都 小金井市 3. 愛知県 名古屋市 3. 愛知県 名古屋市

76.2 % 44.9 % 26.4 % 

4. 鹿児島県 志布志市 4. 北海道 豊浦町 4. 東京都 小金井市 4. 岡山県 倉敷市 4. 福岡県 北九州市 4. 福岡県 北九州市

75.6 % 44.8 % 25.0 % 

5. 北海道 小平町 5. 北海道 小平町 5. 埼玉県 加須市 5. 埼玉県 加須市 5. 岡山県 岡山市 5. 新潟県 新潟市

69.6 % 37.6 % 23.8 % 

6. 長野県 木島平村 6. 長野県 木島平村 6. 愛知県 小牧市 6. 東京都 立川市 6. 新潟県 新潟市 6. 神奈川県 横浜市

64.3 % 36.9 % 23.1 % 

7. 福岡県 大木町 7. 福岡県 大木町 7. 東京都 東村山市 7. 愛知県 小牧市 7. 神奈川県 横浜市 7. 埼玉県 川口市

63.6 % 35.9 % 22.1 % 

8. 鳥取県 日吉津村 8. 鳥取県 日吉津村 8. 東京都 西東京市 8. 東京都 東村山市 8. 埼玉県 川口市 8. 埼玉県 さいたま市

53.4 % 33.6 % 22.0 % 

9. 北海道 羅臼町 9. 奈良県 斑鳩町 9. 東京都 調布市 9. 東京都 西東京市 9. 埼玉県 さいたま市 9. 千葉県 船橋市

51.3 % 33.2 % 20.7 % 

9. 北海道 下川町 9. 北海道 下川町 10. 神奈川県 横須賀市 10. 東京都 調布市 10. 神奈川県 相模原市 10. 北海道 札幌市

51.0 % 32.3 % 20.2 % 

84.0 % 56.3 % 34.4 % 

81.1 % 45.0 % 28.3 % 

人口10万人未満 人口10万人以上50万人未満 人口50万人以上

令和５年度 令和４年度 令和５年度 令和４年度 令和５年度 令和４年度

65.8 % 37.7 % 23.6 % 

64.3 % 36.3 % 22.6 % 

76.0 % 44.6 % 26.9 % 

74.4 % 44.1 % 24.2 % 

50.9 % 34.1 % 20.6 % 

50.9 % 33.8 % 19.6 % 

63.9 % 36.1 % 22.5 % 

53.8 % 35.7 % 20.9 % 

 

 
注26) 総人口に外国人人口を含んでいる。 

注27) 福島第一原子力発電所の事故による福島県内の帰還困難区域に係る町村は除外している。 

注28) 東京都23区は「東京都23区分」として合算 

注29) ごみ排出量は災害廃棄物を除く 

注30) 中間処理後再生利用量から固形燃料（RDF、RPF）、焼却灰・飛灰のセメント原料化、セメント等へ直接投入、飛灰の山元還元さ 

れた量を差し引き、リサイクル率を算出した。 

1. 長野県 南牧村 1. 長野県 川上村 1. 東京都 日野市 1. 東京都 日野市 1. 東京都 八王子市 1. 東京都 八王子市

2. 長野県 川上村 2. 長野県 南牧村 2. 静岡県 掛川市 2. 静岡県 掛川市 2. 神奈川県 川崎市 2. 愛媛県 松山市

3. 徳島県 神山町 3. 徳島県 神山町 3. 東京都 小金井市 3. 東京都 小金井市 3. 愛媛県 松山市 3. 京都府 京都市

4. 長野県 泰阜村 4. 長野県 北相木村 4. 東京都 西東京市 4. 東京都 西東京市 4. 京都府 京都市 4. 神奈川県 川崎市

5. 宮崎県 高原町 5. 北海道 更別村 5. 東京都 小平市 5. 東京都 小平市 5. 埼玉県 川口市 5. 神奈川県 横浜市

6. 長野県 北相木村 6. 宮崎県 高原町 6. 東京都 府中市 6. 東京都 府中市 6. 神奈川県 横浜市 6. 埼玉県 川口市

7. 長野県 下條村 7. 長野県 泰阜村 7. 静岡県 藤枝市 7. 東京都 東村山市 7. 静岡県 浜松市 7. 静岡県 浜松市

8. 長野県 中川村 8. 長野県 阿南町 8. 東京都 東村山市 8. 東京都 立川市 8. 埼玉県 さいたま市 8. 広島県 広島市

9. 北海道 更別村 9. 長野県 下條村 9. 東京都 国分寺市 9. 東京都 国分寺市 9. 広島県 広島市 9. 埼玉県 さいたま市

10. 長野県 高森町 10. 長野県 中川村 10. 東京都 三鷹市 10. 静岡県 藤枝市 10. 神奈川県 相模原市 10. 千葉県 船橋市

449.2 ｸ ﾗﾑ/人日 439.6 ｸ ﾗﾑ/人日 649.7 ｸ ﾗﾑ/人日 667.5 ｸ ﾗﾑ/人日 795.4 ｸ ﾗﾑ/人日 825.7 ｸ ﾗﾑ/人日 

437.5 ｸ ﾗﾑ/人日 438.6 ｸ ﾗﾑ/人日 642.2 ｸ ﾗﾑ/人日 666.7 ｸ ﾗﾑ/人日 791.3 ｸ ﾗﾑ/人日 822.6 ｸ ﾗﾑ/人日 

430.4 ｸ ﾗﾑ/人日 434.2 ｸ ﾗﾑ/人日 639.0 ｸ ﾗﾑ/人日 662.9 ｸ ﾗﾑ/人日 787.5 ｸ ﾗﾑ/人日 816.7 ｸ ﾗﾑ/人日 

428.7 ｸ ﾗﾑ/人日 432.7 ｸ ﾗﾑ/人日 636.9 ｸ ﾗﾑ/人日 661.8 ｸ ﾗﾑ/人日 770.8 ｸ ﾗﾑ/人日 808.1 ｸ ﾗﾑ/人日 

425.0 ｸ ﾗﾑ/人日 430.5 ｸ ﾗﾑ/人日 634.9 ｸ ﾗﾑ/人日 660.0 ｸ ﾗﾑ/人日 764.7 ｸ ﾗﾑ/人日 795.0 ｸ ﾗﾑ/人日 

415.6 ｸ ﾗﾑ/人日 426.4 ｸ ﾗﾑ/人日 626.8 ｸ ﾗﾑ/人日 655.7 ｸ ﾗﾑ/人日 749.4 ｸ ﾗﾑ/人日 793.9 ｸ ﾗﾑ/人日 

407.6 ｸ ﾗﾑ/人日 422.1 ｸ ﾗﾑ/人日 626.1 ｸ ﾗﾑ/人日 648.7 ｸ ﾗﾑ/人日 742.3 ｸ ﾗﾑ/人日 766.7 ｸ ﾗﾑ/人日 

364.7 ｸ ﾗﾑ/人日 393.0 ｸ ﾗﾑ/人日 595.2 ｸ ﾗﾑ/人日 619.6 ｸ ﾗﾑ/人日 732.0 ｸ ﾗﾑ/人日 757.3 ｸ ﾗﾑ/人日 

280.2 ｸ ﾗﾑ/人日 319.4 ｸ ﾗﾑ/人日 595.0 ｸ ﾗﾑ/人日 614.5 ｸ ﾗﾑ/人日 729.5 ｸ ﾗﾑ/人日 754.0 ｸ ﾗﾑ/人日 

278.2 ｸ ﾗﾑ/人日 283.3 ｸ ﾗﾑ/人日 585.6 ｸ ﾗﾑ/人日 600.5 ｸ ﾗﾑ/人日 698.4 ｸ ﾗﾑ/人日 726.8 ｸ ﾗﾑ/人日 

人口10万人未満 人口10万人以上50万人未満 人口50万人以上

令和５年度 令和４年度 令和５年度 令和４年度 令和５年度 令和４年度
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1. 埼玉県 東埼玉資源環境組合 第二工場ごみ処理施設 749  kWh/  

2. 群馬県 太田市外三町広域清掃組合 太田市外三町広域清掃組合クリーンプラザ 733  kWh/  

3. 愛知県 名古屋市 名古屋市北名古屋工場 726  kWh/  

4. 兵庫県 神戸市 港島クリーンセンター 708  kWh/  

5. 大阪府 東大阪都市清掃施設組合 第五工場 704  kWh/  

6. 千葉県 船橋市 船橋市南部清掃工場 695  kWh/  

7. 茨城県 水戸市 水戸市清掃工場（ごみ焼却施設） 689  kWh/  

8. 兵庫県 高砂市 東播臨海広域クリーンセンター 688  kWh/  

9. 東京都 町田市 町田市バイオエネルギーセンター 675  kWh/  

10. 茨城県 鹿島地方事務組合 鹿島共同可燃ごみクリーンセンター 667  kWh/  

1. 愛知県 名古屋市 名古屋市北名古屋工場 783  kWh/  

2. 群馬県 太田市外三町広域清掃組合 太田市外三町広域清掃組合クリーンプラザ 725  kWh/  

3. 東京都 町田市 町田市バイオエネルギーセンター 707  kWh/  

4. 兵庫県 神戸市 港島クリーンセンター 706  kWh/  

5. 大阪府 東大阪都市清掃施設組合 第五工場 699  kWh/  

6. 茨城県 水戸市 水戸市清掃工場（ごみ焼却施設） 699  kWh/  

7. 千葉県 船橋市 船橋市南部清掃工場 689  kWh/  

8. 埼玉県 東埼玉資源環境組合 第二工場ごみ処理施設 685  kWh/  

9. 兵庫県 高砂市 東播臨海広域クリーンセンター 677  kWh/  

10. 千葉県 船橋市 船橋市北部清掃工場 667  kWh/  

令
和
５
年
度

令
和
４
年
度

 

表－８ エネルギー回収(ごみ処理量当たりの発電電力量)取組の上位10位施設 注31)  

 

 注31) 市町村・事務組合が設置した施設において比較 

  複数の炉の余熱を使って発電している場合は合算 

 

 


